
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井県特別栽培農産物認証制度 
 

申請事務マニュアル 
 

（生産者・確認責任者向け） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産者の方 

 このマニュアルを参考に計画（実績）申請書を作成してく

ださい。 

 

 

 

確認責任者の方 

 生産者の計画（実績）申請書がこのマニュアルに従って作

成されているか、確認してください。 
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＜概要＞ 
 

 ○福井県特別栽培農産物認証制度の作成には、以下の➊～➒の書類が必要となる。 

 ○本マニュアルに登場する書類の正式な名称は非常に長いため、 

  以下のように言い換えている。 

No. 正式な名称 本マニュアルでの名称 

➊ 
福井県特別栽培農産物認証申請書 

（別記様式第 3号） 
グループ申請書（➊） 

➋ 添付書類（参考：名簿） グループ員名簿（➋） 

➌ 
福井県特別栽培農産物認証申請書 

（別記様式第１号） 
認証申請書（➌） 

➍ 
令和 年度 栽培管理計画／実績 

（別記様式第２－１号） 
栽培計画書（➍） 

➎ 

福井県特別栽培農産物認証制度にかかる使用資材届出

（別記様式第２－２号） 

・新しく使用する資材がある場合のみ 

資材届出書（➎） 

➏ 使用資材に関する添付資料 届出資材確認書類（➏） 

➐ 
福井県特別栽培農産物認証制度で使用している 

肥料・土壌改良資材・有機ＪＡＳ別表１該当資材一覧 
肥料資材リスト（➐） 

➑ 
福井県特別栽培農産物認証制度で使用している 

農薬・有機ＪＡＳ別表２該当資材一覧 
農薬資材リスト（➑） 

➒ 福井県特別栽培農産物栽培基準（別記１） 県栽培基準（➒） 

 

 

＜申請要件＞ 

 ○申請は３人以上のグループもしくは生産組合、農事組合法人などのグループ単位で行う。 

 ○申請に当っては、グループ内で代表者、確認責任者を定める。 

 ○各農産物（１品目１作型ごと）の栽培面積は、県栽培基準（➒）に定められた最低栽培

面積以上とする。 

 

＜認証区分＞ 
 ○各認証区分で使用できる肥料の化学性窒素量、農薬の成分数を以下の表に示す。 
 

区分 
使用できる 

肥料の化学性窒素量 

使用できる 

農薬の成分数 

認証区分① ０ ０ 

認証区分② 慣行栽培の５割以下 ０ 

認証区分③ ０ 慣行栽培の５割以下 

認証区分④ 慣行栽培の５割以下 慣行栽培の５割以下 
   
 ※慣行栽培の５割となる化学性窒素量、農薬成分数の数値は県栽培基準（➒）を参照。 
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＜目次＞ 

 

 

 

Ⅰ  提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ ３ 

    

Ⅱ 書類ごとの作成マニュアル  

 １ グループ申請書（❶）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ ４ 

 ２ グループ員名簿（❷）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ ４ 

 ３ 認証申請書（❸）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ ５ 

 ４ 栽培計画書（❹）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ ６ 

 ５ 資材届出書（❺）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ ７ 

 ６ 届出資材確認書類（❻）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ ７～ 

 ７ 申請内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ１０ 

    

Ⅲ 現地検査準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ１１ 

    

Ⅳ 確認責任者の確認業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ１１～ 

    

Ⅴ 提出書類チェック一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ１４ 

  →申請時、現地検査時、実績時の提出書類チェック一覧  
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Ⅰ 提出書類 
 

 【グループで一枚作成する】 

  ○グループ申請書（➊） 

  ○グループ員名簿（➋） 

 

 

 

 

 【生産者ごとに作成する】 

  ○認証申請書（➌） 

  ○栽培計画書（➍） 
 
   例）水稲、普通トマトで栽培計画書を作成する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    認証申請書（➌） 

      と 

    栽培計画書（➍） 

 
 
 

 【肥料資材リスト（➐）および農薬資材リスト（➑）にない資材を使用する場合】 

   ○資材届出➎）    …グループごとに１枚必要 

   ○届出資材確認書類（➏） …資材ごとに 1枚必要 

 

 

 

 

 

  

➌ 

➍ 

➌ 

➍ 

➌ 

➍ 

➌ 

➍ 

➌ 

➍ 

➌ 

➍ 

➊ ➋ 

➎ ➏ 
➏ 

➏ 

農産物／作型・品種／認証区分が異なるごとに１セット必要 

①   ④    ③  

 

農産物の種類は？ 

作型・品種は？ 

認証区分は？ 

水稲 

コシヒカリ     あきさかり 

 

普通トマト 

半促成栽培  抑制栽培 

③     ①   ④ 

・・・ 
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別記様式第3号

年　　　　月　　　　日

郵便番号　　○○○－○○○○

住所　　　　福井市○丁目○－○○

グループ名　エコ農業食料グループ

代表者名　　福井　太郎

電話番号　　○○○○－○○－○○○○

認証区分

①

④

④

③

③

　なお、本届出に含まれる情報（以下「個人データ」という）について、公的事業に係る事務に必要
な範囲において、県が他の関係機関が利用することに同意します。

※添付書類
・認証を受けようとする各生産者の別記様式第１号（認証申請書）と別記様式第２－
１号（栽培管理計画）、必要に応じて様式第２－２号の写し。

福井　三郎 水稲 移植・山田錦

福井　太郎 水稲 移植・山田錦

福井　次郎 水稲 移植・コシヒカリ

福井　太郎 水稲 移植・コシヒカリ

福井　太郎 水稲 移植・ハナエチゼン

（グループの代表者→各農林総合事務所等）

福井県特別栽培農産物認証申請書

福井県知事　　様

福井県特別栽培農産物認証制度要綱第８の規定により、関係書類を添えて届出します。

記

受付番号
（申請者は記入しない。）

生産者名 農産物の種類 作型・品種等

Ⅱ 書類ごとの作成マニュアル 

 

１ グループ申請書（➊） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ グループ員名簿（➋） 
 ○グループ員全員の「住所」「氏名」を記入する。 

 ○確認責任者全員の「住所」「氏名」を記入する。 

  

「農作物の種類」「作型・品種等」「認証区分」欄は、 

県栽培基準（➒）を参照して記入し、記入内容は 

認証申請書（➌）および栽培計画書（➍）と一致させる。 
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別記様式第1号

福井県知事　様

（グループの代表者経由）

生産者氏名：

生産者住所：

ＴＥＬ：

グループ名 ： 氏名 ： 氏名 ：

代表者名 ： 住所 ： 住所 ：

住所 ： TEL ： TEL ：

TEL ：

㎡

圃場番号 環境取組

1 ㎡

2 ㎡

3 ㎡

4 ㎡

5 ㎡

6 ㎡

7 ㎡

8 ㎡

9 ㎡

10 ㎡

㎡

ア イ ウ
エ オ カ
キ ク ケ
コ サ シ
ス セ ソ
タ チ ツ
テ 炭の投入

冬季湛水（有） 冬季湛水（畦） 冬季湛水
IPM+秋耕 IPM+無化学合成農薬 有機農業

秋耕 生き物緩衝地帯（溝） 生き物緩衝地帯
魚毒低 中干延期 冬期湛水（畦・有）

（注４）環境保全型農業直接支援対策に取り組む場合、環境取組欄に以下の取組番号を記入する。

堆肥施用 カバークロップ リビングマルチ
草生栽培 不耕起播種 長期中干し

認証区分② 節減対象農薬：栽培期間中不使用　化学肥料（窒素成分）：当地比５割以上減

認証区分③ 節減対象農薬：当地比５割以上減　化学肥料（窒素成分）：栽培期間中不使用

認証区分④ 節減対象農薬：当地比５割以上減　化学肥料（窒素成分）：当地比５割以上減

　なお、本届出に含まれる情報（以下「個人データ」という）について、公的事業に係る事務に必要な範囲
において、県と他の関係機関が利用することに同意します。

（注１）別記様式第２－１号を添付する。

（注２）県が別に作成する資材一覧に掲載のない資材を使用する場合には、別記様式第２－２号を添付す
る。
（注３）認証区分の欄は、以下の区分番号を記入する。

認証区分① 節減対象農薬：栽培期間中不使用　化学肥料　　　　　　：栽培期間中不使用

合　計 12000

福井県福井市大手３丁目１７－１－３ 3000

福井県福井市大手３丁目１７－１－４ 3000

地番 面積

福井県福井市大手３丁目１７－１－１ 3000

福井県福井市大手３丁目１７－１－２ 3000

農作物の種類 作型・品種等 認証区分 栽培面積

水稲 移植・コシヒカリ ④ 12000

福井市大手３丁目１７－１ ０７７６－２０－０４１９ ××××-××-××××

０７７６－２０－０４１９

福井県特別栽培農産物グループ 福井　太郎 福井　二郎

福井　太郎 福井県福井市大手３丁目１７－１ 福井市大手×丁目×－×

福井県特別栽培農産物認証申請書

グループ名 栽培責任者名 確認責任者名

３ 認証申請書（➌） 
 

 

 

 

  

「農作物の種類」「作型・品種等」「認証区分」「栽培面積」欄の 

記入内容を、グループ申請書（➊）および栽培計画書（➍）の記入 

内容と一致させる。 
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４ 栽培計画書（❹） 
○記載例のふきだしの部分に注意しながら記載していく。 
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５ 資材届出書（➎） 
 

○肥料資材リスト（➐）または農薬資材リスト（➑）に記載のない肥料、農薬を使用する

場合、提出する。 

 

（１）「資材の名称」「製造業者等名」欄には、資材の容器等に記載された名称を省略せずに 

記入する。 

 

（２）使用する資材の「化学窒素割合」、または農薬の「成分数」を記入する。 
 
資材届出書（➎）の記入例 

区分 

（用途） 
資材の名称 製造業者等名 

有機 

ＪＡＳ 

化学窒素

割合 
成分数 

 

有機セラコートＲ

３５５（ＥＦ－１） 
セントラル化成株式会社   6.37  

 セカンド・ショット 

ＳジャンボＭＸ 
三井化学アグロ株式会社    3 

 

 

６ 届出資材確認書類（➏） 
 

（１）肥料資材リスト（➐）に記載のない肥料を使用する場合 

使用する肥料の「名称」「全窒素割合」「化学性窒素割合」が分かるような写真または 

資料を添付する。 
 
例 「名称」、「全窒素割合」、「化学性窒素割合」が分かる写真 

 

 

名称が分かる 

全窒素割合が分かる。 

・この場合、13% 

化学性窒素割合が分かる。 

・この場合、有機態チッソ 6.63%以外が 

化学性窒素となるため、 

化学性チッソ 1.17%＋緩効性チッソ 5.20% 

＝化学性窒素 6.37％ 

 

空欄の

まま 
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（２）農薬資材リスト（➑）に記載のない農薬を使用する場合 

使用する農薬の「名称」「成分数」が分かるような資料または写真を添付する。 

農薬登録情報提供システム（URL https://pesticide.maff.go.jp/）または各メーカー 

のホームページより探す。 
 
 

例 「名称」、「成分数」が分かる資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 「名称」、「成分数」が分かる写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称が分かる 

成分数が分かる 

名称が分かる 

成分数が分かる 

https://pesticide.maff.go.jp/


 

- 9 - 

 

（３）有機ＪＡＳに使用可能な資材がある場合（認証区分①で使用可能な資材） 
 

資材届出書（➎）の「有機ＪＡＳ」欄に○を記入し、使用する資材が有機農産物の 

日本農林規格の別表１または２に該当することを証明する資料を添付する。 
 

例 有機農産物の日本農林規格の別表１に該当することを証明する資料 

 

 
 

例 有機農産物の日本農林規格の別表２に該当することを証明する資料 

    

名称が分かる 

有機農産物の日本農林規格

の別表１に該当することを

証明している 

有機農産物の日本農林規格

の別表２に該当することを

証明している 

名称が分かる 
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☆ また、農林水産省が定める有機資材リスト掲載一覧表に掲載されている資材においては、

９ページに記載されているメーカーの証明書ではなく、下記資材リストの抜粋で省略可

能としている。 

 

 

農林水産省 有機ＪＡＳページホームページより 

（https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_shizai_risuto.html） 

 

 

 

 

７ 申請内容の変更 

 
申請書に記載した内容のうち、下記（１）～（５）を変更する場合は、福井県特別栽培 

農産物認証申請の変更（中止）届【別記様式第１０－１号】を提出する。 

（１） 認証区分の変更 
（２） 全筆生産中止 
（３） 資材リストにない資材の使用 
（４） グループ代表者の変更 
（５） 確認責任者の変更 

※ その他の変更がある場合は、最寄りの農林総合事務所等に相談する。 
 

 

 

 

 

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_shizai_risuto.html
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Ⅲ 現地検査への準備 
   

（１）栽培記録認証と栽培日誌・購入伝票等の保管 

 （２）栽培方法、資材の変更があった場合は、必ず報告 

 （３）上記の書類を確認責任者への提出【収穫約 1か月前】 

※ 栽培記録とは、各生産者が作成する認証申請書（❶）および栽培計画書の実績（❹） 

 

Ⅳ 確認責任者の確認業務について 
 

１ 確認責任者の業務 

（１）認証申請書類をすべて確認する           【県へ申請書提出前】 

（２）栽培圃場の確認                  【収穫 2か月前】 

（３）栽培記録と栽培日誌・購入伝票等の確認       【収穫 1か月前】 

（４）県の現地検査の受検                【収穫の１０日前 前後】 

   ※栽培記録とは、各生産者が作成する認証申請書（❶）および栽培計画書の実績（❹） 

 

２ 業務の内容および留意点 

（１）認証申請書類をすべて確認する。 
 

   必要事項は、すべて記入されているか。書類ごとの作成マニュアル（ｐ４～）を見な

がら確認すること。使用資材の確認を必ず行う（特に認証区分①の生産者は注意）。 

主な確認事項 

【書類すべて】 

（ア） 作成マニュアルどおり書類が作成されているか（記入漏れ等）。 

【栽培計画書（❹）（別記様式第２－１号）】 

（イ） 県作成の資材リストに使用予定の農薬・資材が掲載されているか。 

（ウ） 適用作物以外の作物に農薬が使用されていないか。 

（エ） 計画の合計化学性窒素は、別表 1の基準以内におさまっているか。 

（オ） 計画の合計成分数は、別表１の基準以内におさまっているか。 

 

（２）栽培圃場の確認 
 

  畦畔除草剤の散布状況と看板が設置されていることまたは圃場の地図が提出されてい

るかを確認（圃場確認） 

※ 特に生産計画で畦畔除草剤の散布の記載がない場合には、注意が必要 
 

① 収穫２か月前（水稲:７月上旬～下旬）を目安に実施 

※ 可能であれば、７月上旬～中旬に実施したほうが除草剤散布の有無が判りやすい（水稲） 
 

② すべての生産者の栽培圃場を確認 
 

③ なお、同一の栽培管理がなされている場合については、生産者１人あたり最低１栽

培圃場以上確認 

※ 作見会等の他の巡回指導時に除草剤の散布状況や看板の設置状況等を確認することも可能

とする。 
 

④ 栽培圃場だけの確認ではなく、収穫 2か月前（水稲:７月頃）時点の栽培日誌や購入
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伝票を一緒に確認する。収穫 1か月前に実施する（３）各生産者の栽培記録と栽培

日誌・購入伝票等の確認業務の負担軽減。 

※ 例えば、栽培日誌を記帳しているか、購入伝票を保管しているかなど簡単なチェックだけで

も実施したほうがよい。 

 

（３）各生産者の栽培記録と栽培日誌・購入伝票等の確認 
 

☆栽培記録も栽培日誌もいずれも各生産者が作成するものですが、栽培記録は県へ提 

出するための書類で、栽培日誌は日々の作業を記録しておくためのメモのような書類 
 

① 確認責任者は、次の４点について各生産者から聞き取り、栽培日誌と購入伝票と突

き合わせるなどして、確認する。 
 

（ア） 生産計画が変更されていないか。 

（イ） 資材購入伝票等と栽培記録の記載内容が合致しているか。 

（ウ） 計画が変更されていた場合、農薬と化学肥料が、県の慣行基準と比べて、５割 

以上低減されているか。 

（エ） 農薬等が適正に使用されているか。 
 

② グループの生産者数に応じて、収穫 1か月前を目安に（水稲:８月上旬～下旬）実施。 
 

③ すべての栽培記録および栽培日誌・購入伝票を確認。 
 

④ 同時期に実施される、（４）県の現地検査の受検のため、各生産者の栽培日誌と購入

伝票の写しを用意する。（生産者から一時的に借りるまたは、生産者名や資材名、購

入量などの文字や数字が判るくらいの画質で撮影したカメラ画像などで代用可能。） 
 

⑤ 確認終了後、栽培計画書の実績（❹）【別記様式第２－１号】の『確認責任者確認欄』

に、確認した日付を記入しサインまたは押印をする。 

≪参考≫ 

・資材のほとんどをＪＡから購入している場合、ＪＡが該当する生産者の資材購入一覧表の 

提供が可能であれば、その一覧表と栽培日誌を突き合わせることで購入伝票を確認可能。 

・栽培日誌の様式は、県のホームページ（https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021033/eko

nougyou/sin-ninshouseido.html）からダウンロードできる他、ＪＡが利用している栽培

日誌記帳の様式を活用可能。いずれも技術内容別に作成すること。 

 

（４）県の現地検査の受検 
 

① 各農林総合事務所および嶺南振興局の担当者は確認責任者と面談。県は、確認責

任者と面談し、確認責任者が生産者への聞き取りや栽培日誌等に基づき、確認業

務を適正に行ったことを検査 

※ 面談の時期は、収穫の１０日前を目安に、確認責任者と日程調整 
 

② 上記の現地検査において疑義が生じた場合には、確認責任者と一緒に生産者への

検査を実施する。 
 

③ 確認業務が適正であった場合、認証申請のあった生産者に対して、県は認証登録

を行い、グループの代表者に対して認証通知を送付する。 

 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021033/ekonougyou/sin-ninshouseido.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021033/ekonougyou/sin-ninshouseido.html
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㎡

①　土づくり・施肥等（土づくり資材・肥料など） ②　病害虫・雑草・防除

使用
時期

10a当り使

用量(kg)

化学性窒素

量(kg/10a)

使用
月日

化学性窒素

量(kg/10a)

成分
数

使用
月日

成
分

2 2

0.36 4上 90kg 0.324 4/3 0.324 1 4/10 1

0 11上 500kg 0 11/7 0
畦
畔

5/13,7/1

0 11上 500kg 0 11/8 0 2 5/28 2

6.5 5中 45kg 2.925 5/20 2.925 1 7/26 1

1

3.249 3.249 7
合計
(実

6

3.5 10

30 枚

当地比の５割低減　化学性窒素量
(kg/10a)

当地比の５割低減
成分数

その他特記事項 認証マーク使用計

合　計(計画) 合計（実績）
合計

(計画)

7下

ダントツフロアブル 7下

本
圃

有機セラコートR355 45kg セントラ ル化成(株)

本
圃

（
畦
畔
含

む

）

ビームエイトゾル

500kg 米田産業(株)
本
圃

メガゼータ1キロ粒剤 ５下

プリンス粒剤 ４上

土
づ
く
り

稲わらのすき込み 500kg

除
草

畦畔機械除草 ５～８

ケイカル

購
入

モミガードC・DF

育
苗

購
入

種
子
育
苗

ヰセキラブリー床土 90kg (株)ヰセキ 関西中部 

目
的

農薬名・対策名等
計画 実績

10a当り使用

量(kg)

使用
時期

目
的

資　材　名
化学性

窒素割合

(%)

計画 実績
製造

メーカー等

5/20 9/25
栽培記録： 令和 4 年 7 月 ２０ 日

月 日
（サイ ンまたは押印）

実績 4/5（サイ ンまたは押印）

特栽　太郎

（サイ ンまたは押印）

特栽　太郎
計画 4/上 5/中 9/中

変更確認： 令和 年

定植日 収穫日

ほ場状況： 令和 4 年 7 月 １１ 日

月 5 日
（サイ ンまたは押印）

特栽　太郎 作業工程 播種日

確認
責任者

の
確認日

生産計画： 令和 4 年 4

生産者名 福井太郎 移植・コシヒカリ ④ １～４ 12000

令和　４　年度　栽培管理　計画/実績

グループ名 福井県特別栽培農産物グループ 作型・品種 認証区分 圃場番号 栽培面積

別記様式第２－１号

変更があった場合は、空白に追加記載する。その際に、肥料・農薬の実績の合計が
県の基準値以内に収まっているか必ず確認する。

確認責任者の確認ののち、
日付、サインもしくは押印が

記載。

行った日付を
記入

資材リストや出荷記録等との
違いがないか確認

化学性窒素量（実績）の合
計は、県の基準以内 農薬成分数の合計（実

績）は、県の基準以内

農薬の成分数を記載

使用月日は日付で記載
すること

使用農薬等の変更

使用資材等の変更

栽培計画書（❹）の実績 記入例 
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Ⅴ 提出書類チェック一覧 

（生産者→グループ代表者（確認責任者）→県農林総合事務所等） 

県への申請締め切り：第１回 ４月１日～４月３０日 第２回 ８月１日～８月３１日 

 

申請時 

No. 提出書類 

生産者 

↓ 

グループ

代表者 

グループ 

代表者 

↓ 

確認責任者 

グループ

代表者 

↓ 

県 
(提出確認) 

本マニュアルでの

名称 

 チェックする者 生産者 確認責任者 
グループ 

代表者 
 

➊ 
【別記様式第３号】 
福井県特別栽培農産物認証申請書 

   
グループ申請書（➊） 

➋ 
添付書類（参考：名簿）    

グループ員名簿（➋） 

➌ 
【別記様式第１号】 
福井県特別栽培農産物認証申請書 

   
認証申請書（➌） 

➍ 
【別記様式第２－１号】 
令和 年度 栽培管理計画／実績 

   
栽培計画書（➍） 

以下は、場合によって県へ提出（新しく使用する資材がある場合） 

➎ 
【別記様式第２－２号】 
福井県特別栽培農産物認証制度に

かかる使用資材届出 

   
資材届出書（➎） 

➏ 
使用資材に関する添付資料    届出資材確認書類 

(➏) 

※認証区分①の生産者において、➎、❻の資材を使用する場合メーカーまたは購入者に必ず

確認をする。不安な場合は、各農林総合事務所へ相談する。 

 

現地検査時、実績報告時 

No. 提出書類 

生産者 

↓ 

グループ

代表者 

グループ 

代表者 

↓ 

確認責任者 

グループ

代表者 

↓ 

県 
(提出確認) 

本マニュアルでの

名称 

➌ 
【別記様式第１号】 
福井県特別栽培農産物認証申請書 

  ※１ 
認証申請書（➌） 

➍ 
【別記様式第２－１号】 
令和 年度 栽培管理計画／実績 

  ※１ 
栽培計画書（➍） 

※１ 実績報告は、現地検査時の認証申請書の内容と栽培実績が同様の場合は、県へ別記様

式第１号および第２－１号の提出を省略可能とする（各事務所の担当者にその旨を伝える）。

確認責任者は、栽培計画・実績書（❹）、栽培管理記録、出荷記録等を３年間保管する。 


